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平成２９年１０月１１日

お知らせ

日野川の日野川の日野川の日野川の『『『『河川協力団体河川協力団体河川協力団体河川協力団体』』』』を募集しますを募集しますを募集しますを募集します

～パートナーシップの拡充にむけた新しい取組み～～パートナーシップの拡充にむけた新しい取組み～～パートナーシップの拡充にむけた新しい取組み～～パートナーシップの拡充にむけた新しい取組み～

「水防法及び河川法の一部を改正する法律」が平成２５年７月１１日に施行され、

この中で河川協力団体制度が創設されました。

これを受けて、国が管理する日野川及び法勝寺川の河川管理区間・菅沢ダム管理

区間において、以下のとおり河川協力団体を募集することとしましたので、お知ら

せします。

【【【【概概概概 要要要要】】】】

●募集区間 日野川河川事務所が管理する河川管理区間（別紙参照）

●募集期間 平成２９年１０月１１日（水）～平成２９年１２月 ８日（金）

●募集内容 詳細については、日野川河川事務所のホームページに募集要項や応

募様式等を掲載していますのでこちらをご覧ください。

http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/kyouryokudantai.htm

「河川協力団体」とは

・河川協力団体制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を

行うＮＰＯ、町内会等の団体を支援するものです。

・河川協力団体に指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づ

けることにより、自発的な活動を促進しようとするものです。

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局

日野川河川事務所

副所長（技術） 岩 田 学

調査設計課長 乗 松 晃 生
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凡　例

募集対象区間

募集対象区間外

河川協力団体募集範囲図

南部町鴨部地内
東長田川合流点付近

伯耆町荘地内
野上川合流点付近

河
口

日南町菅沢地内
国直轄区間内

菅沢ダム日南町印賀地内
大宮ダム付近



「水防法及び河川法の一部を改正する法律」（平成２５年７月１１日施行）
により、河川協力団体制度が創設されました。

河川協力団体制度の概要

■河川協力団体制度とは、どんな制度か。

◆ 河川協力団体制度とは、自発的に河川の
維持、河川環境の保全等に関する活動を
行う民間団体等を支援するものです。

◆ 河川協力団体としての活動を適正かつ確
実に行うことができると認められる法人
等が対象となり、河川管理者に対して申
請を行います。
申請を受けた河川管理者は、適正な審査

のうえ、河川協力団体として指定します。

河川管理者

法人又は団体（ＮＰＯ等）

自発的な
河川維持等の活動

指定 申請





■河川協力団体に指定されると、どう変わる

◆河川協力団体としての活動を適正かつ確実に行うための取組み
河川管理者は、河川協力団体に対し、「業務の報告」「運営改善の命令」「指定の

取消し（公示）」をする（監督等を行う）こととなります。
また、業務の実施に関し必要な「情報提供」、「指導」、「助言」を行います。

◆法律上に規定されている河川協力団体として指定されることになります。



■河川協力団体に指定されると、どんなことが変わるの

◆許認可等の簡素化
河川協力団体が活動するために必要となる河川法上の許可等について、河川管理者との協議の

成立をもって足りることとなります。

・工事等の実施の承認（法第２０条） ・土地の占用の許可（法第２４条）

・土石以外の河川産出物の許可（法第２５条後段）

・工作物の新築等の許可（法第２６条第１項） ・土地の掘削等の許可（法第２７条第１項）

・権利の譲渡の承認（法第３４条第１項（第２４条及び第２５条後段の許可に係る部分に限る。））



※ 河川管理者から河川管理施設の維持、除草等の委託を受けることも可能となります。
委託先については、公募等の適正な手続きを経て選択を行う予定です。

【現行】 【法改正後】
拡大

地方公共団体にのみ
委託可能

国土交通省令で定める要件に該当するもの
に委託可能



■河川協力団体の指定までの主な流れ

国が直接管理する（直轄）区間では

河川管理者が公募

各団体様から申請

申請書類を確認・審査

河川協力団体の
指定・通知・公示

【主な審査内容】（準則より）
１．申請の資格について
２．活動の実績について

（継続性、公共性、活動姿勢）
３．活動の実施計画について

（実効性、貢献度、協調性）

河川協力団体の指定について



■今年度のスケジュール案
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